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・ 過去 10年間で 8回出題されている。昨年は 2回の試験のいずれも出題されて

おらず、今年は何らかの形で出題可能性が非常に高い。 

・ 詐欺や錯誤について、2020年 4月施行の改正点で未出題のポイントが出題さ

れる可能性が高い。 

・ 2007 年以来出題がない心裡留保も、第三者との関係に関する改正点が未出題

なので要注意。 

 

 

 

問題１ Ａ所有の甲土地について、ＡとＢとの間で売買契約が締結された。この場合にお

ける次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 

１ Ｂが甲土地をＣに転売した後、ＡがＢの詐欺を理由にＡＢ間の売買契約を取り消し

た場合、ＣがＢの詐欺を知らなかったことについて過失があったとしても、Ｃが所有

権移転登記を備えていれば、甲土地の所有権はＣに帰属する。 

２ Ａが第三者Ｄの詐欺によってＢと売買契約を締結していた場合、ＢがＤの詐欺を知

らなかったことについて過失があったとしても、Ａが当該売買契約を取り消すことは

できない。 

３ Ｂが甲土地をＣに転売した後、Ａが第三者Ｄの詐欺を理由にＡＢ間の売買契約を取

り消した場合、ＣがＤの詐欺について善意無過失であったとしても、甲土地の所有権

はＡに帰属する。 

４ ＡがＢの詐欺を理由にＡＢ間の売買契約を取り消した後、Ｂが甲土地をＣに転売し

た場合、Ｃが所有権移転登記を備えていれば、ＣがＢの詐欺を知っていたとしても、

甲土地の所有権はＣに帰属する。 

  

意思表示 １ 
出題確率 80％ 
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肢別演習 

次の①～③の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。 

① ＡがＢに対し甲地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであ

った。この場合、Ａに重大な過失があっても、Ｂが過失によりＡの錯誤に気づかなか

ったのであれば、Ａは当該意思表示を取り消すことができる。 

② ＡがＢに対し甲地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであ

った。この場合、Ａに重大な過失があっても、ＢがＡと同一の錯誤に陥っていたとき

は、Ａは当該意思表示を取り消すことができる。 

③ Ａ所有の甲土地につき、Ｂとの間で売買契約を締結した。Ａの売渡し申込みの意思

は真意ではなく、ＢもＡの意思が真意ではないことを知っていたが、Ｂは甲土地をＣ

に売却した。ＣはＡの売渡し申込みの意思がＡの真意ではないことを知らなかったが

Ｃに過失がある場合、Ａは当該契約の無効をＣに対抗することができない。 

 

  



- 1 - 

 

権利関係 

１ 意思表示 

問題１ 正解肢４ 

１ × 詐欺による取消しは、善意無過失の第三者に対抗することはできないが、善意

だが過失のある第三者には対抗することができる。第三者が登記を備えているかどう

かを問わない。したがって、Ｃに過失があればＡは取消しをＣに対抗でき、その結果、

甲土地の所有権はＡに帰属する。 

２ × 第三者による詐欺は、相手方が悪意であるか過失があれば取り消すことができ

る。本肢の場合、相手方Ｂは、第三者Ｄの詐欺を知らなかったことについて過失があ

るので、Ａは当該売買契約を取り消すことができる。 

３ × 詐欺による取消しは、善意無過失の第三者に対抗することはできない。この点

は、第三者詐欺による取消しの場合であっても同様である。したがって、Ｃが善意無

過失である以上、Ａは取消しをＣに対抗することができず、その結果、甲土地の所有

権はＣに帰属する。 

４ ○ 取消後の第三者に対しては、登記がなければ取消しによる権利の復帰を対抗で

きない。第三者の善意・悪意は問わない。したがって、Ｃが悪意であっても、Ｃが所

有権移転登記を備えている以上、Ａは甲土地の権利をＣに対抗することができず、そ

の結果、甲土地の所有権はＣに帰属する。 

 

肢別演習 

① × 錯誤による意思表示であっても、表意者に重大な過失がある場合、原則として

表意者は当該意思表示を取り消すことができない。もっとも、相手方が表意者の錯誤

を知っていたか、または重大な過失によって知らなかったときは、表意者は当該意思

表示を取り消すことができる。しかるに、本肢のＢは過失によってＡの錯誤に気づか

なかったのであって、「重大な過失」があったわけではない。したがって、原則通り、

Ａは当該意思表示を取り消すことができない。 

② ○ ①の解説でも述べたとおり、錯誤による意思表示であっても、表意者に重大な

過失があれば、表意者は当該意思表示を取り消すことができない。もっとも、相手方

が表意者と同一の錯誤に陥っていた場合は、表意者は当該意思表示を取り消すことが

できる。 

③ ○ 心裡留保による無効は、善意の第三者に対抗することができない。したがって、

Ａは当該契約の無効をＣに対抗することができない。  


